
阿賀野市条例第８号 

   阿賀野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条

例 

 阿賀野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（平成１６年阿賀野市条

例第１９３号）の一部を次のように改正する。 

 第１２条第１項を次のように改める。 

  団員には、次の表のとおり報酬を支給するものとする。 

階級 金額 

団長 年額 １１９，５００円 

副団長 年額 ７６，４００円 

分団長 年額 ４８，３００円 

副分団長 年額 ４１，８００円 

部長 年額 ３７，０００円 

班長 年額 ３７，０００円 

団員 年額 ３６，５００円 

 第１３条第２項中「平成１６年」の次に「阿賀野市」を加える。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

  

 

 


